
令和７年度第３回表示・広告調査結果「東京都消費生活調査員調査」 
 

  

１ 調査のテーマ 

「化粧品及び医薬部外品に関する広告調査」 

 

２ 調査の目的 

 

男女とも若々しくありたい、好印象を与えたいという消費者意識の高まりに応え、

シミ・シワの改善や美肌効果等をうたう様々な化粧品や医薬部外品が販売されている。

しかしそれらの商品の中には、過大な効果・性能を謳っていると思われる表示が散見

される。 

そこで今回は、化粧品や医薬部外品に関する広告表示のうち、合理的な根拠が無い

にも関わらず、優良性を過大に強調する表示を行っていると思われるものについて、

広告調査を行った。 

 

３ 調査対象 

 

新聞広告や折り込みチラシ、自宅にポスティングされるチラシやフリーペーパー、

個人あてに送られてくるカタログ類、一般雑誌、街中等で配布されているクーポン雑

誌やフリーペーパー等の広告を調査対象とした。 

なお、インターネットのホームページ等に表示されている広告は、今回の調査では

「調査対象外」とした。 

 

４ 調査期間 

 

令和７年１２月１１日(木曜日)から同年１２月２５日(木曜日)まで 

 

５ 調査方法 

 

  消費生活調査員の身近にある新聞広告、折り込みチラシ、ポスティングされるチラ

シやフリーペーパー、ダイレクトメール等の他、一般雑誌において、化粧品及び医薬

部外品の広告の「シミ・シワ等」に関する表示で効果・性能について問題があると思

われる表示を選び、その広告全体を見て、景品表示法上の不当表示にあたると思われ

る表現がないか調査した。 

 

６ 調査結果 

 

１）調査員数等 

調査員数 回答数 

９９名 ９０名（90.9%） 

化粧品及び医薬部外品に関する広告調査結果報告書 



   

２） 回答のうち不当表示に対する調査員の判断 

問題と思われる表示 有 ７６件 

問題と思われる表示 無 １４件 

 

３）「不当と思われる表示 有」とした判断理由（複数回答あり） 

判断理由 件数 

優良誤認 

 効果・性能表示 ３９件 

打消し表示が適切でない  １件 

Ｎｏ．１等の比較表示 １３件 

根拠のあいまいな認定・認証 １７件 

有利誤認 

 キャンペーン １件 

その他(事業者情報が不明等） ７件 

 

４） 回答結果業種別内訳 

回答 件数 割合 

化粧品・美容関連 ３１件 ４１％ 

健康、食品、ダイエット ４４件 ５８％ 

その他 １件 １％ 

 

７ 調査員からの報告をもとにした指導及び指導対象とした広告表示例 

 

調査員から「不当表示と思われる表示あり」と判断して報告された広告のうち、６



事業者の表示について、景品表示法第５条第１号（優良誤認）、第２号（有利誤認）

に抵触するおそれの有無について調査及び指導（口頭注意）を行った。 

 

 

【景品表示法に抵触するおそれがあると思われる事例】 

 

・折り込みチラシにおいて、「サっと10秒１本でシワ改善！」と短時間で改善できるよ

うな表示を行っていたが、合理的な根拠を有しておらず、オールインワンを訴求する意

味で表示していた。 

 

・新聞広告において、「日本で唯一の化粧品」と表示していたが、「唯一の」説明文が

離れて記載されており、また打消し表示の文字が小さいものがあった。 

 

以上 


